
(A) 派遣料金　一律 1,480円/h
全国一律、人材や業務内容問わず一律、料金値上げ一切なし

スタッフに支払う給与
一律 1,300円

【上記 1,480円の内訳】

本機構マージン
80円

（１）健康保険料　　　　　（1万円/月）  
（２）厚生年金保険料　　　（2万円/月）  
（３）雇用保険料　　　　　（1千円/月）　    
（４）労災保険料　　　　　（7百円/月）　    
（５）有給休暇　　　　　　（1万円/日）　    
（６）研修義務教育費　　　（1万円/年）　    
（７）年1回法定健康診断費  （8千円/年）
　    
（８）通勤交通費　　　　　 （一律1万円/月）
（９）地方消費税　　　　　 （10％実費）      

（10）採用したときの紹介料（年収の30％）　   …不要（無料）

*「本機構で負担」と明記されている費用は発生した際に全額本機構で負担い
たしますのでご請求はいたしません。また、これらは派遣料金の中にも含ま
れておりません。　
*カッコ内の数字は一般的な目安
※貴社で採用後の賃金については労働者と相談して自由に決めてください。

(B) 派遣料金以外にかかる費用負担 育児者・障害者・エイジレス（満35歳以上）
の雇用支援事業です。

営利を目的としない公益事業です。

企業の雇用環境を整備するための一助とする
ための取り組みとしてご協力ください。

一般社団法人 日本雇用環境整備機構の
公益的紹介派遣制度の料金表

一般社団法人日本雇用環境整備機構（所管：内閣府）
事務局（TEL.03-3379-5597　FAX.03-3379-5596)

info@jee.or.jp

まずは派遣でお試し
良い人材だったら採用して下さい

紹介料無料
派遣料金は人材・仕事内容・勤務形態・勤務日数・勤務時間などにかかわらず一律料金となります。
日数は週1日から週5日まで選べます。時間もご希望に合った人材で対応いたします。
良い人材だったら二月（翌月末）経過後に採用して下さい。
スタッフ給与は週30時間未満の者は一律1,200円となります。
就業弱者雇用に関連する国の助成金等を受ける場合は、各社にて手続きを行って下さい。

・派遣できる人数は、原則１社あたり10名までとさせていただきます。
・本制度にて良い人材を採用出来た際は、本機構の活動へのご賛同として3万円のご寄付をお願い申し上げます（非課税）。
・寄付金は本機構の就業弱者支援の活動に使わせていただきます。
・本機構マージンは育児・障害・エイジレスの雇用促進と企業の雇用環境整備のための公益事業活動に使わせていただきます。
・ご質問やご相談は本機構事務局までお気軽にお問い合わせください。
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（１）まずは本機構事務局（人材派遣係）まで人材を探している旨のご連絡をください。
（２）本機構で候補者を選定しますので貴社にて面接を行ってください。
（３）内定の場合、人材を派遣いたします。
（４）雇用主は本機構になりますので、管理責任・雇用責任・事務手続きは本機構で負います。
（５）派遣で利用できる期間は就業開始から翌月末までです。
（６）翌月末までに採用したいかどうかを見極めていただきます。採用は正社員・アルバイト・パートなど問いません。
（７）両者合意の際は貴社で採用していただきます。紹介料はかかりません。
（８）貴社または労働者のどちらか一方が断った場合は翌月末をもって派遣契約は終了となります。
（９）必要であれば（1)に戻り何度でも利用できます（同一人の再度の派遣は不可）。

ご
利
用
の
流
れ

本機構で候補者を探します。派遣で 2 カ月試用して、良い人材なら採用してみませんか。

管理費 100円
求人広告費/給与計算・明細発行/銀行振込手数料
保険入退社手続/契約手続/事務員給与
事務所維持費/郵便/備品一式/その他労務管理


